
 

 

 

 

 

 

 

平成２１年３月６日 

九州電力株式会社 

 

 

六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について 

 

 

日本原燃㈱の六ヶ所再処理工場において、平成１８年３月より使用済燃料を使用

したアクティブ試験が開始され、プルトニウムが回収されています。 

当社は、同工場で回収されるプルトニウムの利用計画を明確にして透明性を確保

する観点から、「平成２１年度末までに六ヶ所再処理工場において回収される

プルトニウムの利用計画」についてお知らせします。 

 

当社は、今後とも原子力発電所の安全・安定運転に努め、皆さまの一層のご理解

と信頼を得られるよう、継続して努力していく所存です。 

 

 

以 上 

 

お 知 ら せ 



（別 紙） 
 

平成２１年度末までに六ヶ所再処理工場において 
回収されるプルトニウムの利用計画 

 

 日本原燃㈱六ヶ所再処理工場では、平成１７年度からアクティブ試験が開始され、

平成２０年度に約１０４トン（当社分 なし）※１、平成２１年度に約１６０トン（当社分

約１８トン）の使用済燃料の再処理が行われる計画※２であり、当社は、平成２１年度末

までに約０．５トン※３の核分裂性プルトニウム（以下、プルトニウムという）を所有する

ことになる予定である。※４、※５ 

これら平成２１年度末までに回収されるプルトニウムの利用計画については、以下

のとおり計画している。 

 

当社は、玄海原子力発電所３号機におけるプルサーマル計画について、平成１７年９月

に原子炉設置変更許可を受け、平成１８年３月には、地元のご了解を頂いた。今後、

プルサーマル計画の進展、ＭＯＸ燃料加工工場が操業を始める段階など進捗に応じて、

以下のプルトニウム利用計画を順次詳細なものとしていく。 

 

１．プルトニウムの利用場所 

回収されるプルトニウムは、玄海原子力発電所３号機での利用を計画している。

その他、研究開発用として日本原子力研究開発機構に譲渡する場合と電源開発㈱

大間原子力発電所用に譲渡する場合がある。 
 

２．プルトニウムの年間利用目安量 

プルトニウムの年間利用目安量は、約０．４トンである。なお、この利用目安量

には海外で回収されたプルトニウムが含まれる場合もある。 
 

３．プルトニウム利用の開始時期 

回収されるプルトニウムの利用開始時期は、再処理工場に隣接して建設される

予定の六ヶ所ＭＯＸ燃料加工工場の竣工予定時期である平成２４年度以降の予定

である。それまでの間、プルトニウムは六ヶ所再処理工場で、ウラン・プルトニウム

混合酸化物の形態で保管管理される。 
 

４．プルトニウム利用に要する期間の目途 

利用に要する期間は、約１．１年相当※６である。 

（平成２１年度末の予想プルトニウム所有量／年間利用目安量） 
 

５．その他のプルトニウム 

当社は、平成２０年１２月末現在、日本原燃㈱以外の国内に約０．１トン（日本

原子力研究開発機構）、海外に約１．９トン（仏国約１．０トン、英国約０．８

トン）のプルトニウムを所有しており、海外に所有しているプルトニウムは、

原則として海外でＭＯＸ燃料に加工して利用することとしている。 

なお、海外に所有するプルトニウムの内、仏国に所有するプルトニウムを利用

して、ＭＯＸ燃料１６体を加工しており、今後、ＭＯＸ燃料２０体を加工する

予定である。これらのＭＯＸ燃料を利用して、玄海原子力発電所３号機の２０１０

年度までの定期検査からプルサーマルを開始する計画としている。 



 
 

※１ 日本原燃㈱が平成２０年５月２９日に公表した「再処理施設の工事計画に

係わる変更の届出等について」において、平成１９年度の使用済燃料の再処理

数量が実績取り込みにより２１０トンＵから１８１トンＵに変更されるとと

もに、平成２０年１１月２５日に公表した「再処理施設の工事計画に係わる

変更の届出等について」において、平成２０年度の使用済燃料の予定再処理

数量が３９５トンＵから１５０トンＵに変更され、さらに平成２１年１月３０日

に公表した「再処理施設の工事計画に係わる変更の届出について」において、

同数量が１５０トンＵから１０４トンＵに変更されたため、この変更を反映

した数値を記載。 
 
※２ 日本原燃㈱が策定した再処理計画による。 
 

※３ 平成２０年度末までの保有予想量約０．３トンと平成２１年度回収予想量約

０．１トンのプルトニウムを合わせた量。 
 
※４ 再処理して回収されるプルトニウムは、各電気事業者が再処理を委託した使用

済燃料に含まれるプルトニウムの量に応じて、割り当てられることとなって

おり、当該年度に再処理を行わない各電気事業者にもプルトニウムが割当て

られることになる。 
 
※５ プルトニウム量はプルトニウム中に含まれる核分裂性プルトニウム量を記載。

（小数点第２位を四捨五入） 
 

※６ 利用に要する期間の目途は、電源開発㈱や日本原子力研究開発機構への譲渡

が見込まれること、利用量には海外回収プルトニウム利用分が含まれる場合

もあること等により、必ずしも実際の利用期間とは一致しないことがある。 

 

 

 

以 上 

 


